
 

専決処分の申し入れについて 

                                            　

令和６年１２月１８日　 

                                       　　　　　　　  教育振興部教職員課 

                                          　　　　　　 電話　  043-223-4036 
 　

 

　本件の損害賠償の額の決定及び和解の内容については、令和７年２月

千葉県議会議案で報告することから、公表できません。 

 

 

 

 

 


